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ウエストロー・ジャパン株式会社は、新日本法規出版株式会社とトムソン・ロイターの合弁会社です。

ウエストロー・ジャパン株式会社
商品詳細 ： www.westlawjapan.com  お問い合わせ ： seminar@westlawjapan.com　0120-100-482（月～金9:00～18:00）

講演者紹介
弁護士法人 GIT法律事務所

2000年から2020年まで国際的法律事務所であるベーカー&マッケンジー法律事務所に所属し、同事務所のパートナーを10年以上務める。国際訴訟・紛争解決、
国内外の上場企業の不正に関する調査、米国FCPA（the Foreign Corrupt Practices Act）のコンプライアンス、製薬・医療機器メーカーのコンプライアンスを行
う。不正調査、米国FCPAに関して、多数のセミナーで講師を務める。その他、グローバル内部通報制度の構築、国際労働事件の解決、米国クラスアクション、
GDPRを含む個人情報保護法関連のコンプライアンスなどの法的助言も行う。他方、国際的企業買収、業務提携、合弁企業の設立においても、国内外の主要上場
企業に対し法的サポートを提供している。

弁護士・ニューヨーク州弁護士（代表社員・パートナー）　西垣 建剛（にしがき けんごう）

平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
この度、トムソン・ロイター&ウエストロー・ジャパンは共催で、リスク&コンプライアンスに関するウェビナーを開催する運びとなりましたので、
ご連絡申し上げます。

国家公務員倫理法が制定されたのは1999年です。それから20年が経過し、近年になって2018年の文科省汚職、2019年から2020年のIR
汚職、今年直近の総務省官僚に対する接待問題が矢継ぎ早に報道されています。日本企業として、まず足もとの日本国内での贈賄防止体制
が十分であるか、万が一、嫌疑を受けた場合に具体的にどのように対応すべきかを振り返ってみませんか。

また、海外では米国FCPAの執行が活発化しており、昨年10月、ゴールドマン・サックスは米国当局との間でFCPA史上最大の3000億円を超
える金額で和解をしました。他方、2012年、同じ金融業界のモルガンスタンレーは中国での汚職事件に関与しましたが会社自体はコンプラ
イアンス制度のおかげで処罰されませんでした。この違いはどこにあるのかを検証します。

日　　　時 ： 2021年 4月13日（火）　13：00～ 14：30
開 催 方 法 ： オンラインにて、ライブウェブキャストセミナー（WEBオンラインセミナー）を開催いたします。
　　　　　　会社、ご自宅などWEB環境があればどこからでもアクセスいただけます。
　　　　　　お申込み後、セミナー開始前にセミナー視聴用URLをお知らせいたします。
参　加　費 ： 無料
お申し込みはこちら ： https://connect.aem.thomsonreuters.com/rebuilding-antibribery-system
お問い合わせ先 ：seminar@westlawjapan.com

トムソン・ロイター&ウエストロー・ジャパン 共催セミナー
『不祥事に強い贈賄防止コンプライアンス制度の再構築
　―近時の総務省接待報道、活発なFCPA執行を受けてー
　　　　　　　　　　　　　　　　　開催のお知らせ』
講演者 ： 弁護士法人 GIT法律事務所　弁護士・ニューヨーク州弁護士　西垣 建剛


